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最近改正日 令和７年４月１日  

 

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要領 

 

 

 この要領は、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定める

もののほか、要綱第 19条の規定に基づき実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 補助事業の実施時期 

  当該年度の３月末日までに終了すること。 

  なお、実績報告書類の提出は、当該年度の３月末日までに必ず行うこと。 

 

２ 補助対象事業 

  要綱第４条について次のとおり補足する。 

 (1) 補助事業（以下「事業」という。）は、原則として大阪市域にある商店街・問屋街・小売市場（以

下「商店街団体」という。）の区域内で実施するものとする｡ 

 (2) 事業の実施にあたっては、今後の中長期的な展望や商店街団体としての収支計画等を踏まえた商

店街団体の活性化のための方針を定め、事業実施後にあってはその方針に基づき商店街団体の発展

や活性化及び団体運営の安定化に継続的に取り組まなければならない。 

 (3) 事業の実施及び各種手続きについては、法令等を順守するものでなければならない。 

 (4) 要綱別表２（補助金の額及び補助率（第４条関係））備考欄に掲げる「国及び他の地方公共団体

等」には、国等の関連機関や国等から委託等を受けて商店街団体への同様の助成等支援を実施して

いる団体等及び大阪市の他の部局を含むものとする。 

 (5) 事業のうち新規事業と補修事業の区分については、要領別表１のとおりとする。 

 (6) 事業のうち施設整備事業の対象となる商店街共同施設等について次のとおり補足する。 

  ① アーケードには、躯体（基礎・支柱・梁等）及びこれらに付設された屋根（開閉装置を含む。）、

排水、照明、統一看板、電源（太陽光発電装置を含む。）、放送、通信、防災等各種設備を含む。 

  ② 街路灯（サインポールを含む。）には、基礎・支柱等及びこれらに付設された照明、統一看板、

電源（太陽光発電装置を含む。）、放送、通信、防災等の各種設備を含むものとする。 

  ③ 街路灯を設置する場合は、概ね 30ｍ以内の間隔で設置しなければならない。 

  ④ 街路灯は補助事業実施後にその基数が既存の街路灯の３分の２以下となる場合は補助対象外

とする。 

 ⑤ 公衆便所については、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 別表第１ ク（公衆便所）」

の適用を受けるものとする。 

 ⑥ その他施設の設備とは、商店街団体がその所有権を有する建物内に付設される設備で、物理的

若しくは機能的に同建物に付随すると認められる天井、通路、トイレ、防災、空調、照明設備、

その他これに準ずる設備をいう。また、小売市場の館内設備には、ＰＯＳシステム機器及びその

付帯情報設備を含むものとする。 

  ⑦ 上記設備については、原則として顧客にその利用が開放されていると認められる共用部分のみ



を対象とする。 

 (7) 事業のうちオープンモール化は、アーケード及び街路灯の撤去及び撤去に伴い必要となる関連作

業（支柱撤去後の路面補修、路面排水のために商店街及び問屋街が行う側溝の設置等）とし、アー

ケード及び街路灯撤去にあわせて商店街共同施設等を設置する場合には、これを含む。また、撤去

するアーケード及び街路灯から防犯カメラ等の付設設備を新設する商店街共同施設等に移設する

場合についても対象とする。なお、商店街及び問屋街の各店舗にかかる防水、ファサード整備等の

経費は除くものとする。 

 

３ 補助対象者 

  要綱第４条について次のとおり補足する。 

 (1) 補助対象者である商店街団体について、複数の商店会で商店街振興組合等を構成している場合に

は、当該商店会は補助対象者とは認めない。また、複数の商店街振興組合等を単一の商店会にまと

めた場合の当該商店会については補助対象者とは認めない。 

 

４ 補助対象経費 

  要綱第４条について次のとおり補足する。 

 (1) 補助対象事業の実施に伴い、商店街団体の面的な縮小等が認められる場合は、補助対象経費から

当該箇所にかかる経費を除くものとする。 

 

５ 補助金の額（補助率、補助限度額を含む。） 

  要綱第４条について次のとおり補足する。 

(1) 他からの寄付金などは、負担金の一部とみなす。 

 (2) 補助金の交付を決定すべき事業が複数あり、かつ、補助金交付申請時に交付を受けようとする

補助金額の合計額が毎年度の予算の範囲を超える場合については、補助対象経費の比率で按分す

るなどの手法により、補助金の額を算出する。  

 

６ 他の市域とまたがる商店街団体への補助 

  商店街団体の区域が本市と他の市域にまたがる場合の補助について、次のとおり取り扱うものとす

る。 

 (1) 駐輪場について、その効果・効用を商店街及び問屋街の全ての構成員が享受すると認められる事

業の補助対象経費は、総事業費を商店街及び問屋街の構成員に占める市内店舗の比率で按分して算

出した額とする。 

 (2) 各事業のうちアーケード、街路灯、カラー舗装、その他施設の設備について、その効果・効用を

主に設置箇所に面している構成員が享受すると認められる事業の補助対象経費は、設置箇所に面す

る構成員に占める市内店舗の比率で按分して算出した額とする。なお、設置箇所に面している構成

員とは、街路灯については設置する道路に面している構成員とする。 

 (3) 補助対象経費の算出に用いる構成員数は、補助金交付申請時を基準とする。 

 (4) 駐輪場は、全ての構成員が享受すると認められる施設であるため、設置箇所は本市か他の市域で

あるかは問わない。 

 (5) 前４号の規定により算出した補助金の限度額は、按分はせず要綱別表２の補助限度額を適用する。 



 (6) 要綱別表１の対象事業費の下限要件は第１号から第４号の規定により算出した対象事業費によ

り判定する。 

 

７ 公共事業を伴う補助事業 

  補助事業者が、公共事業を伴う補助事業を行う際に、５(1)に定めるもののほかに公的な財源を得

た場合は、本来の補助対象経費となる事業費より減じた額を補助対象経費とする。 

  ただし、土地区画整理事業に伴う損失補償金は、商店街団体の自己資金とみなす。 

 

８ 個人情報保護 

  補助事業者は事業の実施にあたって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律等の

各種関係法令を遵守し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置

を講じなければならない。また、個人情報の漏洩など個人の権利利益を著しく侵害する補助事業が実

施された時は、交付決定を取消すことができる。 

   附則 

  この要領は、平成 22年４月１日から施行する。 

  平成 21年４月１日施行の大阪市商店街空間整備支援事業補助金交付要領（以下「旧要領」という）

は廃止する。 

  この要領の施行の際、旧要領により補助金が交付又は交付決定されている事業については、なお従

前の例による。 

   附則 

  この要領は、平成 24年７月 27日から施行する。 

   附則 

  この要領は、平成 25年５月 31日から施行する。 

   附則 

  この要領は、平成 26年６月 18日から施行する。 

附則 

  この要領は、平成 29年４月１日から施行する。 

附則 

  この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

附則 

  この要領は、令和元年５月 22日から施行する。 

附則 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

   附則 

  この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表１（施設整備事業の新規・補修の区分） 

施設名 新規事業 補修事業 

アーケード 

①新規設置 

②全面建替 

③全面改修（「改修」とは、その実施に

より既存施設・設備の効用増加が期待さ

れる工事をいう。以下同じ。）等（屋根）

※注１ 

①アーケードの機能を維持するための補

修（故障箇所の修繕、防食塗装、支柱の根

巻補修等） 

②新規事業とならない改修等※注２    

※電球や蛍光灯等の消耗品のみの取り替

えは対象外 

街路灯 

①新規設置 

②全面建替 

 

①街路灯の機能を維持するための補修

（故障箇所の修繕、防食塗装、支柱の根巻

補修等） 

※電球や蛍光灯等の消耗品のみの取り替

えは対象外 

カラー舗装 

①新規設置 

②全面張替 

※①②とも予備の石材購入は対象外 

①舗装の機能を維持するための補修 

②カラーペイント 

③新規事業とならない改修等※注２             

公衆便所 

①新規設置 

②全面建替 

※独立した家屋として設置する場合を

含む。 

①公衆便所の機能を維持するための補修

（故障箇所の修繕、防食塗装等） 

②新規事業とならない改修等※注２              

駐輪場 

①新規設置 

②既存施設（平面）の立体化 

※①②ともに当該施設の機能を有する

ための付帯設備を含む。 

①駐輪場の機能を維持するための補修

（故障箇所の修繕、防食塗装等） 

②新規事業とならない改修等※注２                

その他施設の

設備 
 

①その他施設の設備の機能を維持するた

めの補修 

②新規事業とならない改修等※注２              

（注１）③については、施設全体の形状、デザイン、材質・機能の向上等により工事前に比べて著しい

効用の増加が期待できること。（ただし、照明設備の省エネ化を目的とする場合を除く。）  

   （例）・アーケードの屋根の張替え工事（新規） 

      ・トタン屋根をポリカーボネート製に全面取替（新規） 

      

（注２）新規事業の実施に合わせて実施される、商店街団体の中長期的な計画に沿って必要となる補修 

事業は、新規事業の取り扱いとする。 

   （例）・アーケードの屋根の張替え工事（新規）と故障個所の修繕（補修） 

・アーケードの屋根の張替え工事（新規）と防食塗装（補修） 

      ・アーケードの屋根の張替え工事（新規）と支柱の根巻（補修） 

 

なお、要綱第 16 条第１項に定める期間内に、処分を制限された取得財産等を処分（当該財産の機



能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合等の財産処分に該当しない場合を除く。）し、

これに併せて同第５条に定める補助金の交付の申請を行い、事業を実施しようとするときは、以下の

要件を全て満たさない限り、市長は同第６条に定める交付の決定を行わないこととする。 

① 補助金を活用し新規又は補修事業を実施した年度の翌年度から起算して５年を経過した後に

実施する事業であることのほか、実施しようとする事業の内容、規模若しくは時期等から、客観

的に事業の必要性又は緊急性が認められること。 

② 実施しようとする事業が不正の目的を持って行われるものではなく、商店街団体において事業

を実施すべきでない特段の事情が存在しないこと。 

③ 市長の承認等、その他要綱に定める手続きが適正になされていること。 

  


